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草加警察署 

ホームページ 

令和 8 年 4 月 1 日から 

自転車の交通違反に 
交通反則通告制度(青切符)が導入されます 

 

 

 

対象は 16 歳以上 ※運転免許証の有無は関係ありません 

 

 

 

□ 自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 

□ これまで「赤切符」で検挙されていた交通違反の一部が、 

 「青切符」で検挙されることとなります。 

 その場で反則金の納付書が交付されます。 

 

 

 

引続き、 

基本的な交通ルールの 

遵守と 

ヘルメット着用を 

お願いします！ 

 

 

 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

 

 

 

交通安全ｅラーニング 
埼玉県警ＨＰ 

 

 

 

市役所です。 
医療費の還付金がありますの
で、ATM で手続きをお願いしま
す。 
やり方はこのまま電話で教えま
す。 

令和 8 年 3 月 31 日をもっ
て、メール 110 番の運用を終
了します。 
聴覚や言語に障がいのある
方など、音声による 110 番通
報が困難な方は、 
 ● 110 番アプリシステム 
 ● ファックス 110 番 
をご利用ください！ 
 

 
メール 110番の運用終了に伴う 

110番アプリシステム等の活用について 

ハンドルロック、バイクカバー、 

地球ロック（固定物にロック）で盗難防止！ 

 

 

自転車から離れる際は必ず鍵をかける！ 
路上に放置しない、鍵を複数（ツーロック）で 

盗難防止！ 
 

● 受付期間 ： ２月１８日（水）～３月２７日（金） 

● 第１次試験日 ： ４月２６日（日） 

● お問い合わせ ： 松原交番 

              ０４８ー942ー0424 

インターネットでの申し込みです。 

お気軽にお問い合わせください！ 

 

 

1 月 11 日～2 月 10 日 

主な取扱い（概数） 

自 転 車 盗   6 件 

車 上 ね ら い  2 件 

自 動 車 盗   1 件 

物 件 事 故   2 9 件 

人 身 事 故   2 件 


